
子育て・教育 

●子どものマスク着用について 

Ｑ． 

もうすぐ運動会で、練習を頑張っている園が多いことと思います。しかしこの暑さの中、

室内でも園庭でも毎日長時間マスクを着用して過ごしている子どもたちの熱中症、酸素不

足などによる健康被害がとても心配です。文科省のホームページでは、体育の授業ではマ

スク着用の必要がないと記載されているので、運動会練習、戸外遊びなどでマスクをしな

くても良いように呼びかけていただきたいです。子ども達は、大人からマスクを外しても

良いよと言われないと外せないと思います。よろしくお願い致します。 

 

（令和 4年 9月受付） 

 

Ａ． 

 園児のマスク着用について、国（厚生労働省）からの通知では、「子ども一人一人の

発達の状況を踏まえる必要があることから、一律のマスク着用は求めないこと、２歳未

満児については、息苦しさや体調不良を訴えることや自分で外すことが難しいことから

窒息や熱中症リスクが高まるため着用は推奨されないこと、２歳以上児については、園

内に陽性者が確認された場合や園行事等において、施設管理者の判断により、可能な範

囲でマスク着用をお願いすることも考えられるが、個々の発達の状況や体調等を踏まえ

る必要があるため一律の着用は求めない」とされています。 

 市では市内全ての幼児教育・保育施設に対し本通知を周知しており、公立園はもとよ

り私立園においても、マスク着用について適切に判断していると考えていますが、運営

者において独自の取扱いを定めている場合や保護者の意向、園内の広さなど保育環境に

より対応に若干違いが生じてしまうことはやむを得ないと考えています。 

 現場の施設管理者及び保育士は、一人一人の子どもの健康と安全を守るだけでなく、

集団全体の健康と安全を守らなければならないこと、また、保育施設が社会的機能維持

のため、施設内での感染拡大リスクを極力低減させなければならない責務を負っており、

日々、悩ましく難しい判断を迫られていることから、市としては現場の職員があらゆる

場面において柔軟かつ適切な判断ができるよう、必要な情報提供及び相談支援に努めて

いかなければならないと考えています。 

 市及び施設管理者、保育士の最大の使命は、全ての子どもたちの命・健康・安全を守

り、健やかな成長を支えていくことですので、マスク着用について今後も保護者の意向

を尊重しつつ、子どもたち一人一人の負担とならないよう、健康と安全に配慮しながら

柔軟かつ適切な対応に努めるよう指導してまいります。 

 

（令和 4年 10月 4日回答） 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 
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●ヤングケアラーについて 

Ｑ． 

ヤングケアラーは通常は大人が負うと想定されているようなケア責任を引き受けていま

す。子どもたちが行うケアの内容は、家族の病気／障害の種類や程度、ケアが必要とされ

る頻度、家族構成などによって異なりますが、以下のようなものがあります。 

●家事（買い物、料理、掃除、洗濯など） 

●一般的ケア（薬を飲ませる、着替えや移動の介助など） 

●情緒面のサポート（家族の感情状態の観察、落ち込んでいる時に元気づけようとする

ことなど） 

●身辺ケア（入浴やトイレの介助など） 

●きょうだいの世話 

●請求書の支払いや病院への付き添い 

●家計を支えるためのアルバイト 

●家族のための通訳 

子どもたちは、ケアをすることを通して、自分が役に立っていると感じたり、家族との

結び付きが強まったと感じたりすることもあります。子どもたちが、実際にケア役割を担

っていることに対し、大人からの承認と評価が与えられることは大切です。 

しかし、子どもがケアを担い始めた時の年齢が低く、ケアが長期（２年以上）にわたる

時、そして、そのケア責任が、その子の年齢や成長の度合いに不釣り合いなものである時

には、子どもは、自分の心身の発達や人間関係、勉強、進路などにも影響を受けることが

あります。このように、ケアが子どもにとって過度な負担になっている時には、子ども自

身のニーズや生活状況や要望を確認したり、その子のケア負担を軽くできるよう、さまざ

まなサービスにつなげることが必要になってきます。 

新発田市のこれらの取り組みについてお聞かせください。 

 

（令和 4年 9月受付） 

 

 

Ａ． 

 児童・生徒が年齢や成長に見合わない重い責任や負担を負うことは、育ちや教育に悪

い影響を及ぼすことから、あってはならないと考えており、ヤングケアラーは児童の権

利を侵害する深刻な問題であると捉えております。新発田市では、令和３年２月に市内

小学５,６年生と中学１,２,３年生を対象に無記名のアンケートを行い、ヤングケアラ

ーと疑われる児童が、僅かですが存在することに気付きました。 

 市では、教育委員会に配置しているスクール・ソーシャル・ワーカーが、学校と連携

しながら児童・生徒及び保護者の実態を把握し、状況に応じて関係各課につなぐ役割を

担っておりますが、ケアを必要とする家族と暮らす児童・生徒の立場や状況を、学校の



子育て・教育 

職員等がしっかりと理解し、気持ちや心の中の繊細なところも安心して話せる場・環境

を常に用意できるよう指示しております。 

 実際、このまま放っておいては、ヤングケアラーとなってしまう事案があった際には、

学校、市関係課、介護サービス事業者が連携して、ケアが必要な家族を福祉サービスに

つなげ、ヤングケアラーとなることを防ぐことができ、これ以降、ヤングケアラーとな

る懸念があるケースは認識しておりません。 

 しかし、家庭の状況は、日々変わるものであることから、関係各課等には、常にアン

テナを高くするよう指導しております。 

 お手紙にありますように、介護や医療サービス、生活支援等のサービスにつなげるこ

とが肝要であり、市では小・中学校や医療機関、福祉サービス事業者、民生委員へのリ

ーフレット配布をはじめとした情報提供、ヤングケアラー早期把握のための協力依頼を

行っております。 

 今後も小さな情報を見逃さない体制で、児童・生徒を「ヤングケアラーにしない」取

組を進めてまいります。 

 

（令和 4年 10月 5日回答） 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 

 


